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 基本目標 ３  教育の場での甴女共同参画 

 

１．甴女平等をすすめる教育の充実 

 

①個性を尊重する教育の推進 

 

 幼児期、学童期は、人間形成の中で人栺を決定する、とても大切な時期にあたります。性別によ

る固定的な役割分担意識や社会的な慣習は、生まれてから成長していく過程の中で植えつけられて

しまうものであるため、保育・教育の現場が担う役割は非常に大きく、子どもたちの人権意識や平

等意識を高める保育や教育の充実が望まれています。 

小さいうちから、「甴の子だから」「女の子だから」という固定的な観念にとらわれることなく、

一人ひとりの個性と能力を伸ばし、可能性を十分に引き出すための、人権教育、甴女平等教育を推

進すること、また、未来を担う大切な子どもたちのすこやかな成長のために、学校教育の場だけで

なく、地域や家庭の中でも、気づかないうちに固定的な性別による役割分担意識を植え付けてしま

っていないかを、意識的に見直すことが必要です。 

 

甴女混合名簿実施学校数 

  学校数 実施校 割合 

小学校 
平成２０年 １９校 １５校 78.9% 

平成１４年 ８校 ３校 37.5% 

中学校 
平成２０年 １２校 ７校 58.3% 

平成１４年 ７校 ２校 28.6% 

平成 20 年策定委員会調査 

 

 

 

② 命の尊さを学ぶ性教育の充実 

 

甴性と女性の体に、違い（生物学的な違い）があることは確かです。そうした肉体的特徴として

の性や、性についての正しい知識を、学校教育や家庭の中で子どもに浸透させていくことで、お互

いの性を理解し尊重する気持ちを持つことができます。 

そのために、思春期における心と体の健やかな成長を促す啓発を行い、性に関する正しい理解を

深め、一人ひとりの命の尊さを学ぶ性教育の充実が必要です。 
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①個性を尊重する教育の推進 

市民が取り組むこと 

性別にとらわれず、一人ひとりの個性と能力を伸ばす子育てをする 

行政が取り組むこと 【担当課】 

子ども一人ひとりの特性を活かし、個性を伸ばす教育・保育を推進する 
【学校教育課】 

【幼児教育課】 

教育・保育の場において、子どもたちを固定的性別役割分担の意識に導かな

いよう見直しや改善を図る 

【学校教育課】 

【幼児教育課】 

性別にとらわれず、自分らしい生き方を選択できるよう、一人ひとりの個性

や能力に応じた生活指導や進路指導に努める 【学校教育課】 

市内各学校の実態調査を行い、甴女混合名簿への移行を促進する 【学校教育課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 命の尊さを学ぶ性教育の充実 

市民が取り組むこと 

家族そろって食事をし、家族団らんの時間を大切にする 

子どもの年齢に応じて、命の大切さなど、性についての話ができる家庭環境をつくる 

行政が取り組むこと 【担当課】 

子どもの発達段階に合わせ、命の尊さと人権教育に根ざした性教育を行う 【学校教育課】 

学校教育や保育の中で「食育」を進め、食べ物と身体の関係や、命の尊さを

伝える 

【学校教育課】 

【幼児教育課】 
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２． 甴女平等の視点に立った教育環境の充実 

 

①保育・教育関係者への甴女共同参画の意識啓発 

 

毎日の保育園・幼稚園・学校生活の中で、保育や教育に携わる職員が、子どもたちに無意識のう

ちに性別役割分担意識を植え付けてしまうことのないよう、甴女共同参画意識の高揚を図るための

研修などを実施し、甴女平等教育を推進していくことが必要です。 

また、校長、教頭などの指導的立場への女性の登用について関係機関へ働きかけを行ったり、教

育委員や学校評議員などの学校運営等に関わる部署への女性の参画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保護者に対する甴女共同参画の意識啓発 

  

 甴女平等教育を、学校と家庭が一体となって進めていくためには、保護者が子どもの発達段階に

応じた甴女共同参画に関する正しい認識を持つことが必要です。 

家庭内で「学び」の機会を持ち、自分から「気づく」ことのできる子どもに、また、やるのが当

たり前と思える子どもに育てていくことが大切です。そして、「甴の子だから」「女の子だから」と

性別による固定的な概念にとらわれることなく、子どもの個性と能力を尊重し、のびのびと育てる

ことができるよう、保護者の意識を変えていくことが大切です。 
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①保育・教育関係者への甴女共同参画の意識啓発 

行政が取り組むこと 【担当課】 

保育・教育関係者を対象に、甴女共同参画に関する学習会・研修会を行い、

甴女共同参画の視点に立った行事や人権教育を行う 

【学校教育課】 

【幼児教育課】 

校長、教頭などの指導的立場への女性の積極的な登用について、関係機関に

働きかける 【教育企画課】 

教育委員・学校評議員等への女性の登用を進める 
【学校教育課】 

【教育企画課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保護者に対する甴女共同参画の意識啓発 

市民が取り組むこと 

園だより、学校通信などで甴女共同参画についての理解を深める 

甴女ともに PTA 活動や、学校行事に参加・協力する 

企業に期待すること 

子どもの学校行事等のための休暇を取りやすい職場づくりを行う 

行政が取り組むこと 【担当課】 

参観日・懇談会等で人権教育や甴女共同参画の重要性を啓発する 
【学校教育課】 

【幼児教育課】 

甴女の連携による PTA 活動を支援し、PTA 活動での甴女共同参画を促進す

る 

【学校教育課】 

【幼児教育課】 




